
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護医療院 ほくと 
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１．運営法人 

法 人 名 社会医療法人 北斗会 

法人所在地 大洲市東大洲 5番地 

連 絡 先 
電話番号 0893－24－4551 

ﾌｧｯｸｽ   0893－23－5083 

代表者氏名 理事長 大久保 啓二 

設立年月日 昭和 48 年 7 月 16 日 

 

２．施設概要 

施設の種類 介護医療院 

施設の名称 介護医療院 ほくと（指定 第 38B0700015 号） 

施設の目的 

介護医療院の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項

を定め、介護医療院の円滑な運営管理を図るとともに、入所者の意思及び人格を尊重

し、入所者の立場に立った適切な介護医療院サービスを提供することを目的とする。 

 

建物の構造 鉄筋コンクリート造  

延べ床面積 12,740.71 ㎡ 

設備関係 

 

 客室 入所定員 備考 

居室 

個  室 0 室 0 人 個 室 

２人部屋 0 室 0 人 多床室 

４人部屋 4 室 16 人 多床室 

合  計 4 室 16 人 定 員 

浴    室 一般浴槽、車椅子特殊浴槽、特殊機械浴槽 

静 養 室   1 室  

医 務 室   1 室  

食堂兼娯楽室   1 室  

機能訓練室   1 室  

併設事業 

（介護予防）短期入所療養介護（指定 第        号） 

（介護予防）通所リハビリ（指定 第      号） 

 訪問リハビリテーション（指定 第 3810728117 号） 

施設の住所 大洲市東大洲 5番地 

連絡先 
電話番号 0893－24－4551 

ﾌｧｯｸｽ   0893－23－5083 

管理者氏名 大久保 啓二 

運営方針 
 施設サービスに基づき、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機

能訓練、その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、入所者が有す



る能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるようにするとともに、その他の

居宅における生活への復帰を目指すものとする。 

 入所者の意思及び人格を尊重し、要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、

心身の状況等に応じて妥当適切に療養を行うものとする。 

 

指定年月日 平成 31 年 4 月 1 日 

入所定員 Ⅰ型 介護医療院（小規模併設型） 16 名（短期入所療養介護を含む） 

 

３．入所対象者 

 （1）当施設に入所できる方は、要介護度 1以上の方が対象となります。 

 （2）入所時に要介護認定を受けている方であっても、入所後に要介護認定者でなくなった場合は、施設を

退所していただくことになります。 

 

４．（1）職員の配置状況（短期入所療養介護との兼務を含む） 

職種 勤務体制 
基準配

置人数 

実配置

人数 

常勤非常勤 

内訳 
兼務関係 

管理者 08：30～17：30 1 1 常 勤 1 人 病院と兼務 

医師 08：30～17：30 48：1 27 非常勤 26 人 病院と兼務 

介護支援専門員 08：30～17：30 100：1 1 非常勤 1 人 病院と兼務 

看護職員 
08：30～17：30 

17：00～09：00 
6：1 14 非常勤 14 人 病院と兼務 

理学療法士等 08：30～17：30 適当数 5 非常勤 5 人 病院と兼務 

介護職員 

07：00～16：00 

08：30～17：30 

10：00～17：00 

17：00～09：00 

6：1 8 非常勤 8 人 病院と兼務 

栄養士 08：30～17：30 100：1 4 非常勤 4 人 病院と兼務 

薬剤師 08：30～17：30 150：1 7 非常勤 7 人 病院と兼務 

その他職員 08：30～17：30 適当数 3 非常勤 3 人 病院と兼務 

 ※但し、勤務体制の変更の可能性有り。 

 

（2）職員の職務内容 

職種 職務の内容 

管理者 
施設の業務を統括する。管理者に事故があるときは、あらかじめ理事長が定め

た職員が管理者の職務を代行する。 

医師 入所者に対して、健康管理及び療養上の指導を行う。 

介護支援専門員 施設サービス計画の作成等、入所者の介護支援に関する業務を行う。 

看護職員 
医師の診療補助及び医師の指示を受けて利用者の看護、施設の保健衛生業務を

行う。 



理学療法士等 
リハビリテーションプログラムを作成し、運動療法、日常生活動作訓練、物理

的療法等の訓練を実施するほか療養指導を行う。 

介護職員 入所者の日常生活全般にわたる介護業務を行う。 

管理栄養士 食事の献立、栄養計算等入所者に対する栄養指導等を行う。 

薬剤師 医師の指示に基づき、調剤、薬剤管理及び服薬指導を行う。 

その他職員 事務等、その他業務を行う。 

 

 

５．サービス提供の流れ 

  入所者に対する具体的なサービス内容やサービス提供方針等については、入所後作成する「施設サービス

計画（ケアプラン）」で定めます。「施設サービス計画（ケアプラン）」の作成及び変更は、次のとおり行い

ます。 

①介護支援専門員（ケアマネジャー）が入所者の心身の状態や、生活状況の把握（ア

セスメント）を行い、施設サービス計画の原案の作成や変更を行います。 

 

 

②介護支援専門員（ケアマネジャー）は、施設サービス計画の原案について、入所者

及びその家族等に説明し同意を得たうえで決定します。 

 

 

③施設サービス計画は、入所後 2週間以内、その後は 3ヶ月毎もしくは心身の状態の

変化があった場合、あるいは入所者及びその家族等の要望に応じ作成し、変更の必

要がある場合には、入所者及びその家族等と協議し、同意を得たうえで、施設サー

ビス計画を変更します。 

 

 

④施設サービスが変更された場合は、入所者及びその家族等に対して書面を交付し、

その内容を確認していただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



６．サービス内容 

サービスの種類 サービスの内容 

食 事 

①栄養士（管理栄養士）の立てる献立により、栄養並びに入所者の身体の状

況及び嗜好を考慮した食事を提供します。 

②入所者の自立支援のため、離床して食堂にて食事をとっていただくことを

原則とします。 

③食事時間      

朝 食 7：30～ 

昼 食 12：00～ 

おやつ 15：00～ 

夕 食 18：00～ 
 

入 浴 

①入浴又は清拭を週２回以上行います。 

入所者の体調等により、当日入浴ができなかった場合は、清拭及び入浴日

の振替にて対応します。 

②寝たきりの状態であっても特殊機械浴槽を使用して入浴することができ

ます。 

排 泄 排泄の自立を促す為、入所者の身体能力を最大限利用した援助を行います。 

機能訓練 
入所者の心身等の状況に応じて日常生活を送るのに必要な機能の回復、又は

その減退を防止するための訓練を実施します。 

健康管理 医師や看護職員が、健康管理を行います。 

その他自立への支援 

①寝たきり防止のため、入所者の身体状況を考慮しながら、可能な限り離床

に配慮します。 

②清潔で快適な生活が送れるよう、適切な整容が行われるよう援助を行いま

す。 

 

 

７．利用料金 

 （1）食費・居住費（令和 6年 8月（2024 年 8月）より介護保険負担限度額認定が変更となります。） 
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 ※１ 食費・居住費については、介護保険負担限度額認定書の交付を受けた方にあっては、当該認定

書に記載されている負担限度額（上記表に掲げる額）となります。 

    ※２ 居住費については、外泊中でも料金をいただきます。ただし、外泊中のベッドを入所者の同意

を得た上で、短期入所療養介護又は介護予防短期入所療養介護に利用する場合は、入所者から

居住費はいただきません。 

 

（2）基本料金 

施設利用料（要介護認定による要介護の程度によって利用料が異なります。以下の金額は、１日あたりの 

自己負担分です。 

 

 

 

※1 専門的な診療が必要となり他の病院又は診療所を受診した場合は、上記利用料を算定せず 1 日あたり 362

単位を算定（1月に 4日を限度に施設サービス費に代えて算定） 

※2 入所者に対して居宅における外泊を認め、当施設が居宅サービスを提供する場合は、1月に 6日を限度と

して上記利用料は算定せず 1 日あたり 362単位(利用者負担額:1割 362 円、2割 724 円、3割 1,086 円)を算

定します。ただし、外泊の初日及び最終日は算定しません。 

※3退所が見込まれる者を居宅において試行的に退所させ、居宅サービスを提供する場合、1日あたり 800単

位を算定（1月に 6日を限度に施設サービス費に代えて算定） 

※3 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、上記点数の-25単位/日となります。 

※4 ユニット型においては、ユニットごとに常勤のユニットリーダーを配置し、日中はユニットごとに常時 1

人以上の介護職員又は看護職員を配置していない場合は、上記金額の 97/100 となります。 

※5 身体拘束廃止に向けての取り組みとして、身体拘束適正化の指針整備や適正化委員会の開催、定期的な

職員研修の実施などを行っていない場合は、上記金額の 90/100 となります。 
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（3）各種利用料金 
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※ 夜間勤務等看護加算は、夜間および深夜の時間帯について手厚い人員体制をとっている場合に算定します。 

※ 初期加算は、当施設に入所した日から 30 日以内の期間について算定します。 

※ 退所時栄養情報連携加算は、特別食を必要とする入所者又は、低栄養状態にあると医師が判断した入所者

が、退所する際に、管理栄養士が、退所先の医療機関等に対して、栄養管理に関する情報を提供した場合

に算定します。ただし、栄養マネジメント強化加算を算定している場合は算定しません。 

※ 再入所時栄養連携加算は、当施設に入所していた者が退所し病院又は診療所に入院後、再度当施設に入所

する際、特別食等を必要とする場合、当施設の管理栄養士が入院先の病院等の管理栄養士と連携し、栄養

ケア計画を策定した場合に算定します。 

※ 退所前訪問指導加算は、入所者の退所に先立って、在宅療養に向けた最終調整を目的として退所後に生活

する居宅を訪問して退所後の療養上の指導を行った場合に算定します。 

※ 退所後訪問指導加算は、退所後 30 日以内に入所者の居宅を訪問し、療養上の指導を行った場合に算定し

ます。他の社会福祉施設等に入所した場合も、入所者の同意を得て訪問し、連絡調整、情報提供等を行っ

た時も算定します。 

※ 退所時指導加算は、退所時に、入所者及びその家族等に対して、退所後の療養上の指導を行った場合に算

定します。 

※ 退所時情報提供加算（Ⅰ）は、入所者が退所し、居宅や他の社会福祉施設等に入所した際に、退所後の主

治医に対して、必要な情報を提供し、入所者の紹介を行った場合に記載した文書を交付し、交付した文書

を診療録に添付した場合に算定します。 

※ 退所時情報提供加算（Ⅱ）は、入所者が退所した際に、医療機関に入院した場合において、医療機関に対

して、入所者の情報等を提供し、紹介した際に算定できます。 

※ 退所前連携加算は、入所期間が１月を超える入所者が退所し、その居宅において居宅サービス等を利用す

る場合に、退所に先立ち入所者が利用を希望する居宅介護支援事業者に対して、当該入所者の同意を得て

入所者の診療状況を示す文書を添えて入所者に係る居宅サービス等に必要な情報を提供し、居宅介護支援

事業所と連携して退所後の居宅サービス等の利用に関する調整を行った場合、算定します。 

※ 訪問看護指示加算は、入所者の退所時に当施設の医師が診療に基づき、訪問看護、定期巡回・随時対応型

訪問介護看護等の利用の必要性を認め、入所者の選定する訪問看護ステーション、定期巡回・随時対応型

訪問介護看護事業所に対して、入所者の同意を得て訪問看護指示書を交付した場合に算定します。 

※ 協力医療機関連携加算は、当施設において協力医療機関との間で、入所者の同意を得て、当該入所者の病

歴等の情報を共有する会議を定期的に開催している場合に算定します。 

※ 栄養マネジメント強化加算は、入所時に入所者の栄養状態を把握し、多職種共同にて入所者ごとの栄養ケ

ア計画を作成し、それに基づいた栄養管理を強化した場合に算定します 

※ 経口移行加算は、医師の指示に基づき他職種が共同して、現在経管による食事摂取をしている入所者ごと

に経口移行計画を作成し、それに基づき管理栄養士等による支援が行われた場合に算定します。 

※ 経口維持加算（Ⅰ）は、現在、食事を経口摂取しているが、摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる入所

者に対し、医師又は歯科医師の指示に基づき、他職種共同にて食事の観察及び会議等を行い、入所者ごと

に経口維持計画を作成し、それに基づき、医師又は歯科医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士が、栄

養管理を行っている場合に算定します。ただし、経口移行加算を算定している場合又は栄養マネジメント

加算を算定していない場合は、算定しません。 

※ 経口維持加算（Ⅱ）は、協力歯科医療機関を定めている施設が、経口維持加算（Ⅰ）を算定している場合

において、入所者の経口による継続的な食事の摂取を支援するための食事の観察及び会議等に医師、歯科



医師、歯科衛生士又は言語聴覚士が加わった場合に算定します。 

※ 口腔衛生管理加算は、入所者に対し、歯科衛生士が口腔衛生の管理を行った場合に算定します。 

※ 療養食加算は、疾病治療のため医師の発行する食事箋に基づき糖尿病食、腎臓病食、肝臓病食、胃潰瘍食、

貧血食、膵臓病食、脂質異常症食、痛風食及び特別な場合の検査食を提供した場合に算定します。 

※ 在宅復帰支援機能加算は、入所者の家族と連絡調整を行い、入所者が利用を希望する居宅介護支援事業者

に対して、入所者に係る居宅サービスに必要な情報の提供、退所後の居宅サービスの利用に関する調整を

行っている場合に算定します。 

※ 緊急時施設診療費は、入所者の病状が著しく変化した場合に緊急その他やむをえない事情により行われる

医療行為が発生した場合に算定します。 

※ 安全対策体制加算は、入所者に対し、介護医療院サービスを行った場合、入院初日に限り算定します。 

※ 高齢者施設等感染対策向上加算は、第 2種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を行

う体制を確保しており、感染症の発生時等の対応を取り決め、協力医療機関等と連携し対応をした場合に

算定します。 

※ 新興感染症等施設療養費は、入所者が厚生労働大臣が定める感染症に感染した場合に相談対応、診療、入

院調整等を行う医療機関を確保し、かつ、当該感染症に感染した入所者に対し、適切な感染対策を行った

上で介護医療院サービスをおこなった場合に算定します。 

※ 生産性向上推進体制加算は、業務の効率化や職員の負担を軽減するなどの機器を活用したりして取組に関

する実績を厚生労働省に報告した場合に算定します。 

※ サービス提供体制強化加算は、当施設が厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして届け出し、

入所者に対して介護医療院サービスを行った場合に算定します。 

※ 感染対策指導管理は、施設内感染対策委員会が 1回/月程度、定期的に開催され、対策をしている場合に

算定します。 

※ 褥瘡対策指導管理は、褥瘡対策に係る専任の医師・看護職員から構成される褥瘡対策チームが設置されて

おり、常時褥瘡対策をとっている場合に算定します。 

※ 初期入所診療管理は、入所に際して医師が必要な診察・検査等を行い、診療方針を定めて文書で説明を行

った場合に算定します。 

※ 重度療養管理は、要介護 4又は 5 に該当する者であって、別に厚生労働大臣が定める状態にある入所者に

対して、療養上必要な処置を行った場合に、当該処置を行った日について算定します。 

※ 特定施設管理は、後天性免疫不全症候群の病原体に感染している入所者に対して算定します。 

※ 重症皮膚潰瘍管理指導は、重症な皮膚潰瘍を有している入所者に対して、計画的な医学管理を継続して行

い、療養上必要な指導を行った場合に算定します。 

※ 薬剤管理指導は、薬剤師が医師の同意を得て、薬剤管理指導記録に基づき、直接服薬指導を行った場合に

算定します。疼痛緩和加算は、疼痛緩和のために別に厚生労働大臣が定める特別な薬剤又は注射が行われ

ている入所者に対して、当該薬剤の使用に関する必要な薬学的管理指導を行った際に算定します。 

※ 医学情報提供は、入所者の退所時に診療に基づき、病院や診療所での診療を認め、病院に対して、入所者

等の同意を得て、入所者の診療状況を示す文書を添えて紹介を行った場合に算定します。 

※ 摂食機能療法は、摂食機能障害を有するものに対して、摂食機能療法を 30分以上行った場合に算定しま

す。 

※ 短期集中リハビリテーションは、医師又は医師の指示を受けた理学療法士等が入所した日から３月間に

20分以上の個別リハビリテーションを１週におおむね３日以上実施した場合に算定します。 



※  (利用料について、事業者が法廷代理受領を行わない場合)上記に係る利用料は、全額をいったんお支払

いいただきます。この場合、「サービス提供証明書」を交付しますので、「領収書」を添えてお住まいの

市町村に居宅介護サービス費の支給(利用者負担額を除く)申請を行ってください。 

 

 （4）その他の料金 

 項目 内容 利用料金 

１ 教養娯楽費 
レクリエーション、クラブ活動参加費として

の材料費等 
実費相当額 

２ おやつ代 利用者の希望に応じて 100 円/1回 

３ 理美容代 理容・美容サービス料 実費相当額 

４ 日常生活品代 

日常生活品の購入代金等、日常生活に要する

費用で、入所者に負担していただくことが適

当であるものに係る費用 

実費相当額 

    ※金銭管理について 

     入所者の希望により、貴重品の管理等を行う際は別途相談させていただきます。 

    

   

８．利用料等のお支払い方法 

  毎月末日で締め、１ヶ月ごとに計算し請求しますので、下記のいずれかの方法でお支払いください。 

（１ヶ月に満たない期間の利用料については、利用日数に基づいて計算します。） 

 ①契約時に申し込みいただいた金融機関の口座から自動引き落とし 

 ②現金にて支払い 

 お支払いの確認をしましたら、支払い方法の如何によらず領収書をお渡ししますので、必ず保管されます 

ようお願いします。 

※利用料、入所者負担額（介護保険を適用する場合）及びその他費用の支払いについて、正当な理由がない 

にもかかわらず、支払い期日から３月以上延長し、さらに支払いの督促から６０日以内に支払いが無い場

合には、サービス提供の契約を解約した上で、未払い分をお支払いいただくことがあります。 

 ※身元引受人兼連帯保証人は、本重要事項説明書上の当施設に対して負担する一切の債務を極度額 100万円 

の範囲内で入所者と連携して支払う責任を負います。 

 

 

９．入所中の医療の提供について 

  医療を必要とする場合は、入所者及びその家族の希望により下記の協力医療機関において、診療・治療等

を受けることができます。ただし、下記の医療機関で優先的に治療等が受けられるものではありません。ま

た、下記の医療機関での治療等を義務付けるものでもありません。 

   

【協力医療機関】 

（医療機関名） 

所 在 地 大洲市東大洲 5番地 

電話番号 0893-24-4551 

病院名    大洲中央病院  

 



【協力歯科医療機関】 

（医療機関名） 

所 在 地 大洲市徳森 2413-5 

電話番号 0893-25-6071 

病院名    有馬歯科医院  

 

 

１０．施設を退所していただく場合（契約の終了について） 

  当施設との契約では、契約が満了する期日は特に定めていません。したがって、以下のような事由がない

限り、継続してサービスを利用することができますが、仮に以下のような事項に該当するに至った場合には、

当施設との契約は終了し、入所者に退所していただくことになります。 

  ①入所者が死亡した場合。 

  ②要介護認定により入所者の心身の状況が自立又は要支援と判断された場合。 

  ③施設の運営法人が解散した場合、破産した場合、又はやむを得ない事由により施設を閉鎖した場合。 

  ④施設の滅失や重大な毀損により、入所者に対するサービスの提供が不可能になった場合。 

  ⑤施設が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合。 

  ⑥入所者が病院、介護老人福祉施設もしくは介護老人保健施設に入所もしくは入院した場合。 

  ⑦入所者及びその家族から退所の申し出があった場合。 

  ⑧以下の理由により施設から入所者に対して退所の申し出を行った場合。 

   ・入所者が、契約期間内にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は

不実の報告を行い、その結果本契約を継続しがたい事情を生じさせた場合。 

   ・サービス利用料金等の支払いが３月以上遅延し、相当期間を定めた催告にもかかわらずこれが支払わ

れない場合。 

   ・入所者が故意又は過失により事業者もしくはサービス従事者もしくは他の利用者の生命・身体・財物・

信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどによって、本契約を継続しがたい事情を生じさ

せた場合。 

   ・入所者が自傷行為や自殺のおそれが極めて高く施設においてこれを防止できない場合及び入所者が法

令違反その他秩序破壊行為をなし、改善の見込みがない場合。 

    

 

１１．入所者が外泊された場合の取り扱いについて 

   外泊中は居住費等を徴収します。ただし、あらかじめ入所者の同意を得て、外泊中にベッドを（介護予

防）短期入所療養介護に利用する場合は、当該入所者から徴収せず、（介護予防）短期入所療養介護利

用者より短期入所の滞在費等を徴収します。 

 

 

１２．円滑な退所のための援助について 

  入所者が当施設を退所する場合には、入所者及びその家族の希望により、施設は入所者の心身の状況、置 

かれている環境等を勘案し、円滑な退所のために必要な以下の援助を入所者及びその家族に対して速やかに 

行います。 

 

 



 ・適切な病院もしくは診療所又は介護療養型医療施設等の紹介 

 ・居宅介護支援事業所の紹介 

 ・その他保健医療サービス又は福祉サービス事業者の紹介 

 ・サービス終了後の相談窓口について 

当施設における相談窓口担当者・職種 
担当者氏名 ：竹岡 照枝     職種（看護師長） 

電 話 番 号：0893-24-4551 

 

 

１３．損害賠償について 

 当施設において、施設の責任により入所者に生じた損害については、施設はその責任の範囲においてその 

損害を賠償します。ただし、その損害の発生については、入所者が故意または過失が認められる場合には、 

その程度に応じて施設の損害賠償責任は軽減されます。 

 

 

１４．高齢者虐待防止について 

  当施設は、入所者等の人権擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。 

  ①虐待防止に関する責任者を選定しています。 

虐待防止に関する責任者 （職・氏名）看護主任・太田 まり子 

  ②成年後見制度の利用を支援します。 

  ③苦情解決体制を整備しています。 

  ④従業者に対する人権擁護・虐待防止を啓発するための研修を実施しています。 

  ⑤従業者が支援にあたっての悩みや苦悩を相談できる体制を整えるほか、従業者が入所者等の権利擁護に 

取り組める環境の整備に努めます。 

  ⑥サービス提供中に、当施設の従業者又は養護者（現に養護している家族・親族・同居人等）による虐待 

   を受けたと思われる入所者を発見した場合は、速やかにこれを市町村等に通報します。 

 

 

１５．非常災害対策について 

①当施設に災害対策に関する担当者（防火管理者）を置き、非常災害対策に関する取組みを行います 

災害対策に関する担当者（防火管理者） （職・氏名）施設管理課 主任・濱田 雅弘 

②非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを 

定期的に従業者に周知します。 

  ③定期的に避難、救出、その他必要な訓練（夜間想定訓練を含む）を行います。 

   避難訓練実施時期：（毎年２回 ８月、 ２月） 

 

 

１６．事故発生の防止及び事故発生時の対応について 

  ①事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告等の方法を定めた事故発生防止のための指針（マニュ 



アル）を整備します。 

  ②事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実を報告し、その分析 

を通じた改善策についての研修を従業者に対し定期的に行います。 

  ③事故発生防止のための委員会及び従業者に対する研修を定期的に行います。 

  ④施設は、入所者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は速やかに市町村、入所者の家族に 

連絡を行うとともに必要な措置を講じます。 

  ⑤施設は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置を記録します。 

  ⑥施設は、入所者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は損害賠償を速やかに行 

います。 

【市町村（保険者）の窓口】 

大洲市役所 高齢福祉課 

 

所 在 地 大洲市大洲 690-1 

電話番号 0893-24-2111 (代表) 

ﾌｧｯｸｽ番号 0893-24-2228 

受付時間 9：00～17：30(土日祝は休み) 

【家族等緊急連絡先】 

氏 名              続柄（   ） 

住 所 

電話番号 

携帯番号 

勤 務 先 

 

 

１７．緊急時の対応について 

 当施設において、サービス提供を行っている際に入所者に病状の急変が生じた場合は、速やかに管理医

師及びあらかじめ定めている協力医療機関へ連絡及び必要な措置を講じます。また、事故が発生した場合

においては保険者及び入所者の家族に連絡を行うとともに必要な措置を講じます。 

 

 

１８．衛生管理等について 

  ①施設の用に供する施設、食器、その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、衛生

上必要な措置を講じます。 

  ②施設において感染症の発生又はまん延しないように必要な措置を講じるとともに、食中毒及び感染症の 

発生防止するための措置等について、必要に応じて保健所の助言・指導を求めるとともに、常に密接な 

連携に努めます。 

 

 

１９．記録の整備について 

  ①当施設は、各サービス、従業者、会計等に関する諸記録を整備します。入所者に関する諸記録について

は、サービス提供を行った日から最低５年間は保管管理します。 

  ②入所者及びその家族は、施設に対して保管しているサービス提供記録等の閲覧及び複写物の交付を請求

することができます。（複写物の請求を行う場合は、有料です。） 

 



 

２０．身体拘束等について 

   当施設は、身体拘束廃止委員会を設置しています。原則として入所者に対して身体拘束等を行いません。

ただし、入所者又は他人の生命・身体に対して危険が及ぶため、緊急やむを得ない場合には、入所者及び

その家族等に対して説明し同意を得た上で、次に掲げる事項に留意し、必要最小限の範囲で行うことがあ

ります。身体拘束等を行う場合には、次の手続きにより行います。 

  ①「身体拘束に関する説明書・経過観察記録」に身体拘束にかかる様態及び時間、その際の入所者の心身

の状況並びに緊急やむを得なかった理由等を記録します。 

  （1）緊急性・・・・直ちに身体拘束を行わなければ、入所者本人または他人の生命・身体に危険が及ぶ

ことが考えられる場合に限ります。 

    （2）非代替性・・・身体拘束以外に、入所者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことを防

止することができない場合に限ります。 

  （3）一時性・・・・入所者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくなった場合は、

直ちに身体拘束を解きます。 

  ②入所者又はその家族に説明し、その他方法がなかったか改善方法を検討します。 

  ③身体拘束の解除（改善方法）、期間の見直し等について、最大１月に１回は検討を行い、入所者又はそ

の家族に説明を行い、同意を得ます。 

 

 

２１．褥瘡防止について 

   当施設は、入所者に対し良質なサービスを提供する取り組みとして、褥瘡が発生しないような適切な介

護に努めるとともに、褥瘡対策指針を定め、その発生を防止するための体制を整備します。 

 

 

２２．相談・苦情窓口について 

  ①苦情処理の体制及び手順 

   ・提供したサービスにかかる入所者及びその家族からの相談又は苦情を受け付けるための窓口を設置し

ています。 

    

②相談・苦情の窓口 

【事業者の窓口】 

（事業者の担当部署・窓口の名称） 

大洲中央病院 

所 在 地 大洲市東大洲 5番地 

担 当 者 竹岡 照枝 

電話番号 0893-24-4551 

ﾌｧｯｸｽ番号 0893-23-5083 

受付時間  8：30～17：30（火水祝は休み） 

【市町村（保険者）の窓口】 

大洲市高齢福祉課 

所 在 地 大洲市大洲 690-1 

電話番号 0893-24-2111  

ﾌｧｯｸｽ番号 0893-24-2228 

受付時間 9：00～17：30(土日祝は休み) 



【公的団体の窓口】 

愛媛県国民健康保険団体連合会 

所 在 地 松山市高岡町 101-1 

電話番号 089-968-8800 

受付時間 9:00～17:00（土日祝は休み） 

 

 

２３．その他施設サービス利用における留意事項について 

  ①面会については、原則１３：００～２１：００とします。 

  ②消灯時間は、２１：００とします。 

  ③外出及び外泊を希望される場合は、所定用紙で届け出てください。 

  ④喫煙については、施設内禁煙とします。 

  ⑤火気の取り扱いについては、防火管理上使用を禁止します。 

  ⑥設備及び備品の使用については、使用法に従って使用してください。 

  ⑦金銭及び貴重品の管理については、自己管理を基本とし、多額及び高価及び貴重な金品については施設

に持ち込まないでください。 

  ⑧ペットの持ち込みは、衛生管理上お断りします。 

  ⑨入所者の営利行為及び宗教の勧誘及び特定の政治活動は行わないでください。 

  ⑩他入所者への迷惑行為は行わないでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２４．重要事項説明の年月日 

 

この重要事項説明書の説明年月日 年   月   日 

 

  

  

事

業

者 

所 在 地 
大洲市東大洲 5番地 

法 人 名 
社会医療法人 北斗会 

代 表 者 名 大久保 啓二             印 

事 業 所 名 
介護医療院 ほくと 

説 明 者 氏 名 印 

 

 

上記内容の説明を事業者から確かに受け、内容について同意し、重要事項説明書の交付を受けました。 

入

所

者 

住 所 
 

氏 名 印 

 

 

私は、本重要事項説明書上の当事業者に対して負担する一切の債務を極度額 100万円の範囲内で、入所

者と連携して支払う責任を負います。 

連
帯
保
証
人 

兼 

身
元
引
受
人 

住 所 
 

氏 名 続柄（    ） 印 

 

 

私は、入所者が介護医療院のサービスについて、本書面に基づいて施設から重要事項の説明を受け、

内容について同意したことを確認しましたので、私がその署名を代行します。 

代

理

人 

住 所 
 

氏 名     続柄（    ） 印 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

（メモ） 
この重要事項説明書の内容説明に基づき、この後、契約を締結する場合には利用者及び事業者の双方

が、事前に契約内容の確認を行った旨を文書で確認するため、利用者及び事業者の双方が（署名）記名

押印を行います。 
サービス提供を行うに際しては、介護保険の給付を受ける利用者本人の意思に基づくものでなければ

ならないことはいうまでもありません。 
したがって、重要事項の説明を受けること及びその内容に同意し、かつサービス提供契約を締結する

ことは、利用者本人が行うことが原則です。 
しかしながら、本人の意思に基づくものであることが前提であるが、利用者が契約によって生じる権

利義務の履行を行い得る能力（行為能力）が十分でない場合は、代理人（法定代理人・任意代理人）を

選任し、これを行うことができます。 
なお、任意代理人については、本人の意思や立場を理解しうる立場の者（たとえば同居親族や近縁の

親族など）であることが望ましいものと考えます。 
なお手指の障害などで、単に文字が書けないなどといった場合は、利用者氏名欄の欄外に、署名を代

行した旨、署名した者の続柄、氏名を付記することで差し支えないものと考えます。 
（例） 

利用者 
住 所 大洲市△△町１丁目１番１号 
氏 名 大洲 太郎        印 

            上記署名は、楠葉 花子（子）が代行しました。 
 

 

 


